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第３期金ケ崎町耐震改修促進計画の概要 

 

 

１ 計画策定の趣旨 

   建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。）

において市町村が耐震改修促進計画の策定するよう努めるものとされたことにより、金ケ崎町耐震

改修促進計画（平成19～27年度、第２期：平成28～令和２年度）を策定した。本町における建築物

の耐震診断・耐震改修の促進は引き続き取り組むべき重要な課題であることから、継続的に建築物

の耐震診断・耐震改修の促進を図るため、第３期金ケ崎町耐震改修促進計画を策定するもの。 

 

２ 計画の期間 

令和４年度～令和７年度 

 

◎ 耐震化率の目標 

用 途 等 平成30年度 令和７年度（目標） 

住宅 ７８％ ８０％ 

 

 

◎ 耐震診断の目標 

用 途 等 目標 

住宅 令和７年度までに耐震診断戸数を25戸実施する。 

公共建築物 

(学校・各地区生涯教育センター等) 
耐震診断率100％です。 

 

◎ 耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策 

○役割分担 

所有者等 自ら耐震化に取り込む。 

金ケ崎町 建築物の所有者等への働きかけ、取り組みの支援。 

県南広域振興局 指導・支援等 

建築関係団体    普及・啓発や相談対応 

用 途 等 令和３年度 令和７年度（目標） 

学校 １００％ ― 

公共建築物 

(各地区生涯教育センター等) 
１００％ ― 
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○金ケ崎町の施策 

【方針１】町有施設及び民間建築物に対する耐震診断・耐震改修のための環境づくり 

木造住宅耐震診断支援、木造住宅耐震改修支援等 

【方針２】民間建築物に対する耐震診断・耐震改修のための環境づくり 

【方針３】耐震対策推進に向けた建築関係団体や住民組織等との連携による普及・啓発 

耐震対策推進に向けた組織づくり、住民への情報提供・耐震診断の普及・啓発等 
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序 章 はじめに 

 

１ 計画策定の趣旨 

耐震改修促進法において、「市町村耐震改修促進計画」の策定をするよう努めるものとされたこ

と、平成23年３月に発生した東北地方太平洋沖地震（東日本大震災津波）等、全国各地で地震が発

生しており、金ケ崎町においても建築物の耐震診断・耐震改修の促進は引き続き取り組むべき重要な

課題であることから、継続的に建築物の耐震診断や耐震改修の促進を図るため、「第３期金ケ崎町耐

震改修促進計画」を策定するものです。 

 

２ 策定の経緯 

○ 平成７年１月の阪神・淡路大震災では、地震により6,434人の尊い命が奪われ、このうち、4,831

人が住宅・建築物の倒壊等によるものでした。 

この地震被害を受け、平成７年に「耐震改修促進法」が制定されましたが、その後も大地震が続発

していること、法律の実効性を高めることなどから、平成17年に同法の一部が改正され、「都道府県

耐震改修促進計画」の策定が規定されました。 

○ 金ケ崎町においても、平成19年度から平成27年度まで、また平成28年度から令和２年度までを計

画期間とした「金ケ崎町耐震改修促進計画」を策定し、建築物の耐震診断や耐震改修の計画的な促

進に取り組んできたところです。 

○ 平成23年３月に発生した東北地方太平洋沖地震（東日本大震災津波）は、これまでの想定をはる

かに超える巨大な地震・津波だったため、多くの人命が失われるなど、甚大な被害をもたらし、津

波による被害がなかった内陸市町村においても建築物に多大な被害が生じました。 

○ その後も熊本等で地震が発生していることから、建築物の耐震診断や耐震改修の促進に引き続き

取り組んで行くこととし、令和２年度までの計画を継承しながら、令和４年度からの新たな計画を

策定することとしました。 

 

３ 計画の性格 

○ 本計画は、耐震改修促進法第６条第１項の規定に基づいて策定しており、金ケ崎町の建築物の耐

震診断や耐震改修の促進を図るための指針となるものです。 

○ 本町の地震防災対策の基本は「金ケ崎町地域防災計画」に記載されていることから、本計画の内

容についても「金ケ崎町地域防災計画」に反映させていきます。 

 

４ 計画の期間 

令和４年度から令和７年度までの４年間とします。 
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第１章 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

 

１ 想定される地震の規模、被害の状況 

○ 日本海溝･千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第３条第１項

の規定に基づき、岩手県においては、沿岸を中心として14市町村が、地震防災対策推進地域に指定

されています。また、県がこれまで行った地震被害想定調査等によれば、活断層による内陸直下型

地震や三陸沖北部の地震では、全市町村において、震度５弱から震度６弱の強い揺れが想定されて

います。 

○ 岩手県地域防災計画によれば、建物の全壊棟数は、最大で5,313棟（北上低地西縁断層群北部地震 

マグニチュード7.4想定）と想定されています。 

○ 平成23年３月に発生した東北地方太平洋沖地震（東日本大震災津波）では、県内の最大震度は６

弱を記録し、津波による被害がなかった内陸部で1,845棟の家屋が全半壊の被害を受けています。 

 

２ 耐震化の目標等 

 

①耐震化の現状 

住  宅（平成30年度） 総数4,860戸のうち3,790戸が耐震性有りと推計されています。 

 

公共建築物（令和３年度） 全て耐震化しました。 

 

②耐震化の目標(令和７年度) 

住  宅 耐震化率を80％とすることを目標とします。 

 

公共建築物 耐震化率を100％のため維持管理を目標とします。 

 

③耐震診断の目標 

住  宅          令和７年度までに、25戸の耐震診断が行われることを目標と 

します。 
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(１) 住宅 

 ○平成30年度時点で、住宅総数4,860戸のうち3,790戸が耐震性有りと推計されています。 

用途等 平成30年度 

 
総数 

 

耐震化率 旧耐震基準による 

建築物 

 新耐震基準による 

建築物 耐震性有り 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

住宅 4,860 1,500 420 3,370 78％ 

  ※住宅・土地統計調査の数値から算出したもの。 

統計数値は，一の位で四捨五入しているため，総数と内訳の合計は必ずしも一致しない。 

 

 

用途等 令和７年度（目標） 

 
総数 

 

耐震化率 旧耐震基準による 

建築物 

 
新耐震基準による 

建築物 耐震性有り 

Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｋ 

住宅 4,830 1,230 260 3,600 80％ 

※耐震化率： Ｅ＝（Ｃ+Ｄ）/Ａ 、 Ｋ＝（Ｈ+Ｉ）/Ｆ 

 

(２) 公共建築物 

○令和３年度末現在、町有施設の耐震化の状況は下表のとおりとなっています。 

令和３年度（現状） 

用途等 棟数 

 

耐震化率 旧耐震基準による 

建築物 

 新耐震基準による 

建築物 耐震性有り 

学校 7 3 3 4 100% 

体育館 13 10 10 3 100% 

診療所 1 0 0 1 100% 

集会場 8 2 2 6 100% 

公営住宅 5 0 0 5 100% 

事務所 2 0 0 2 100% 

幼稚園・認定こども園 3 0 0 3 100% 

図書館 1 0 0 1 100% 

庁舎 1 0 0 1 100% 

計 41 15 15 26 100% 
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第２章 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策 

 

１ 耐震診断・耐震改修に係る基本的な取組方針 

(１) 役割分担の考え方 

①住宅・建築物の所有者等の役割 

・住宅・建築物の耐震化促進のためには、住宅・建築物の所有者等が地域防災対策を自らの問題、地域の問題

として意識して取り組むことが不可欠であり、まずは、所有者等が自己所有建築物の耐震化に取り組む必

要があります。 

②町の役割 

・住民にもっとも身近な行政主体として、住宅・建築物の所有者等が耐震診断や耐震改修に取り組んでい

ただくよう、直接かつ第一義的な所有者等への働きかけを行います。 

・住宅・建築物の所有者等が耐震診断・耐震改修を行いやすい環境の整備や耐震診断・耐震改修に係る所

有者等の負担軽減のための事業主体として取り組みます。 

・町所有施設が防災対策上重要な位置づけにある町所有施設の耐震化に対する積極的な取り組み

が普及啓発の観点からも重要であることから、率先して所有施設の耐震改修に取り組みます。 

③建築関係団体の役割 

・建築の専門的知識を有している者であり、住宅・建築物の所有者等に接する機会も多いことから、耐震

診断・耐震改修の普及・啓発に積極的に取り組むほか、耐震診断・耐震改修を希望する者の相談等に応じま

す。 

 

(２) 金ケ崎町の施策の推進方針 

・金ケ崎町では、宮城県沖地震等により、震度５弱以上の強い揺れの発生が想定されることを踏まえ、上記の

役割分担に留意して、以下の３つの基本方針で施策を推進します。 

 

 

 

・町有施設は、耐震化率を100％のため維持管理を目標とします。 

 

 

 

 

・金ケ崎町では、平成17年度に「木造住宅耐震診断士派遣事業」及び「金ケ崎町木造住宅耐震改修工事助成事

業」を創設するなど、まず町民にとって最も身近で生活の基本となる木造住宅に対する耐震化を促進してき

ました。 

・木造住宅については、これまでの耐震診断実績を踏まえながら、耐震改修を実施しやすい環境

を整備します。 

・耐震改修においては、安心して耐震改修を受けられるよう、情報提供や優良な業者との連携に努めます。 

  

町有施設の耐震診断・耐震改修の率先実施等 

【方針１】 

民間建築物に対する耐震診断・耐震改修のための環境づくり 

【方針２】 
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・建築関係団体とも協力した体制を構築し、関係者一丸となって普及・啓発を行います。 

・住民に対して、地域の防災性、耐震対策の重要性、必要な対策などの情報提供を行い、 

情報の共有化が図られるような環境を整備します。 

・住民や所有者に対して、まち全体の耐震化への意識を高めるための支援を行います。 

  

耐震対策推進に向けた建築関係団体や住民組織等との連携による普及・啓発 

【方針３】 
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２ 金ケ崎町が取り組む具体的施策の方向 

【方針１】から【方針３】に基づき、次のような施策に取り組みます。 

 

(１)  町有施設の耐震診断・耐震改修の率先実施等 

①町有施設の耐震診断・耐震改修 

・町有施設のうち、診療所、各地区生涯教育センター等地震発生時に避難場所や防災活動の拠点

となる施設については、耐震化率100％のため維持管理を目標とします。 

診療所  

・金ケ崎診療所は、被災地の医療確保や被災地への医療支援の拠点となることから、平成29年に

新築工事を実施しました。 

各地区生涯教育センター等  

・各地区生涯教育センターは、災害時の拠点施設として重要な役割を担いますが、耐震改修促進

法における多数の者が利用する建築物に限らず、耐震改修を優先的に実施し、災害時の拠点機

能の確保をします。 

・町が所管する公共建築物についても、避難場所や防災活動の拠点となることが多いことから、

耐震化等の情報提供を進めます。 

 

(２)  民間建築物に対する耐震診断・耐震改修のための環境づくり 

①木造住宅耐震診断士派遣事業 

・町が事業主体となり旧耐震基準による木造住宅を対象に耐震診断士を派遣し耐震診断を行う場

合に要する経費の一部を町が助成します。 

＜イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ・住宅の耐震化率の目標達成のためには、建替えの促進を図るとともに、耐震改修をこれまで 

以上のペースで行っていく必要があります。そのためには、住宅の耐震性の状況を所有者に 

理解していただくことが重要であり、所有者が耐震診断を行いやすい環境を維持するため、 

ひき続き、木造住宅耐震診断・耐震改修の支援を促進します。 

  

【国】 
（社会資本整備総合交付金） 

【県】 
（木造住宅耐震診断支援事業） 

 

【金ケ崎町】 

事業主体 

【耐震診断希望者】 

旧耐震基準木造住宅所有者 

診断実施 

助成 

【業務受託者】 

耐震診断士の所属する建築関係団体、設計事務所等 

助成 

依頼 

申込 

耐震診断士等 

認定 

【方針２】 

【方針１】 
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②木造住宅耐震改修工事助成事業 

・町が事業主体となり、耐震診断により耐震改修が必要とされた木造住宅を対象とした耐震設計や耐震改

修工事への補助を行う場合に要する経費の一部を町が助成します。 

＜イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ・住宅の耐震化率の目標達成のためには、建替えの促進を図るとともに、耐震改修をこれまで以

上のペースで行っていく必要があることから、さらに木造住宅耐震改修の支援を促進します。 

    

③リフォーム事業に併せた耐震改修の促進 

  ・バリアフリー化や水回りの設備更新、断熱改修等のリフォームを行う場合、併せて 耐震改修を行うよ

う環境づくりを促進いたします。 

 

 

 

(３) 耐震対策推進に向けた建築関係団体や住民組織等との連携による普及・啓発  

①耐震対策推進に向けた組織づくり 

・町、県、建築関係団体等からなる耐震対策推進のための組織づくりを行い普及･啓発を行います。 

②住民への情報提供・耐震対策の普及・啓発事業の実施 

・耐震診断や耐震改修の重要性を紹介するパンフレット等を作成し、住民、所有者及び利用者に

効果的に普及・啓発をすすめます。 

・地域の自治会組織を活用した普及啓発事業を実施します。 

・専門家の協力により、耐震診断や耐震改修の意識付けを行います。 

・住民自らが地域の危険要素を自覚できるよう、地震による県全域の危険性の程度等を県や国の

調査を基にして記載した地図(地震防災マップ)について、住民へ周知を図るとともに、情報提

供を行います。 

③住民に向けた耐震診断・耐震改修のメリットの周知 

・耐震改修を行った場合の税制特例等について住民に周知します。 

・リフォームと耐震改修を一体的に行った場合のメリットについて、住民への情報提供を行いま

す。 

・宅地建物取引に係る重要事項の説明事項に耐震診断の有無が加えられたことについて住民に周

知します。 

④地域全体の耐震化に向けた意識啓発 

・地域全体の耐震性を向上させるため、まちづくりによる地域環境の改善につながる、住民主体 

の「防災まちづくり」をサポートします。 

  

【方針３】 

【県】 
（木造住宅耐震改修支援事業） 

【金ケ崎町】 

事業主体 

【耐震改修希望者】 
耐震診断判定による上部構造評点が 

低い木造住宅所有者 助成 

【請負者】 

申込 

 
助成 

助成 

設計事務所 施工業者 

【国】 
（社会資本整備総合交付金） 

 

依頼 改修実施 
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◎凡例・用語 

金ケ崎町耐震改修促進計

画（以下、「計画」とい

う。）における表記 

 

内    容 

耐 震 改 修 促 進 法 

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成７年法律第123号) 

耐 震 診 断 

地震に対する安全性を評価すること 

耐 震 改 修 

地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部

除却又は敷地の整備をすること 

所 管 行 政 庁 

建築主事を置く市町村については当該市町村長、その他の市町村については知事。

(盛岡市については盛岡市長、その他の市町村については知事。ただし、花巻市、北

上市、奥州市、一関市、宮古市及び釜石市の各管内にある建築基準法第６条第１項

第四号に掲げる建築物については各市長。) 

多数の者が使用する 

建 築 物 

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成７年政令第429号)第６条第２項に

規定する規模以上の建築物 

(建築物の用途に応じて、それぞれ定める階数及び床面積。11,12ページ参照) 

旧 耐 震 基 準 

昭和56年５月31日以前に着工した建築物に適用されていた、地震に対する安全性

に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定による基準 

新 耐 震 基 準 

昭和56年６月１日以後に着工した建築物に適用される、地震に対する安全性に係

る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定による基準 

既 存 不 適 格 

建 築 物 

地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に

適合しない建築物で同法第３条第２項の規定の適用を受けている建築物 

特定既存耐震不適格 

建 築 物 

多数の者が利用する建築物であって既存耐震不適格建築物であるもの（要安全確認

計画記載建築物である物を除く。） 

要緊急安全確認大規模 

建 築 物 

耐震改修促進法附則第３条に規定する建築物 

(建築物の用途に応じて、それぞれ定める階数及び床面積。11,12ページ参照) 

要安全確認計画記載 

建 築 物 

耐震改修促進法第５条第３項第１号または第２号の規定により耐震診断の結果の報

告の期限に関する事項などが計画に記載された建築物 

耐震診断義務付け 

対 象 建 築 物 

緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物 
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◎多数の者が利用する建築物(耐震改修促進法第14条、耐震改修促進法施行令第６条及び第７条関係) 

用途 
特定既存耐震不適格建築物

の要件 

（③一般対応建築物） 

指示対象となる特定既存耐

震不適格建築物の規模要件 

（②重点的対応建築物） 

要緊急安全確認大規模建築物

要件 

（①耐震診断義務化建築物） 

学

校 

小学校、中学校、義務教育

学校、中等教育学校の前期

課程若しくは特別支援学校 

階数２以上かつ1,000㎡以上 

＊屋内運動場の面積を含む。 
階数２以上かつ1,500㎡以上 

＊屋内運動場の面積を含む。 
階数２以上かつ3,000㎡以上 

＊屋内運動場の面積を含む。 

上記以外の学校 階数３以上かつ1,000㎡以上   
体育館(一般公共の用に供される

もの) 
階数１以上かつ1,000㎡以上 階数１以上かつ2,000㎡以上 階数１以上かつ5,000㎡以上 

ボーリング場、スケート場、水泳

場その他これらに類する運動施設 階数３以上かつ1,000㎡以上 階数３以上かつ2,000㎡以上 階数３以上かつ5,000㎡以上 

病院、診療所 階数３以上かつ1,000㎡以上 階数３以上かつ2,000㎡以上 階数３以上かつ5,000㎡以上 

劇場、観覧場、映画館、演芸場 階数３以上かつ1,000㎡以上 階数３以上かつ2,000㎡以上 階数３以上かつ5,000㎡以上 

集会場、公会堂 階数３以上かつ1,000㎡以上 階数３以上かつ2,000㎡以上 階数３以上かつ5,000㎡以上 

展示場 階数３以上かつ1,000㎡以上 階数３以上かつ2,000㎡以上 階数３以上かつ5,000㎡以上 

卸売市場 階数３以上かつ1,000㎡以上   

百貨店、マーケットその他の物品

販売業を営む店舗 
階数３以上かつ1,000㎡以上 階数３以上かつ2,000㎡以上 階数３以上かつ5,000㎡以上 

ホテル、旅館 階数３以上かつ1,000㎡以上 階数３以上かつ2,000㎡以上 階数３以上かつ5,000㎡以上 

賃貸住宅(共同住宅に限る。)、寄宿

舎、下宿 
階数３以上かつ1,000㎡以上   

事務所 階数３以上かつ1,000㎡以上   

老人ホーム、老人短期入所施設、

福祉ホームその他これらに類する

もの 

階数２以上かつ1,000㎡以上 階数２以上かつ2,000㎡以上 階数２以上かつ5,000㎡以上 

老人福祉センター、児童厚生施設、

身体障害者福祉センターその他こ

れらに類するもの 

階数２以上かつ1,000㎡以上 階数２以上かつ2,000㎡以上 階数２以上かつ5,000㎡以上 

幼稚園、幼保連携型認定こども園

又は保育所 
階数２以上かつ500㎡以上 階数２以上かつ750㎡以上 階数２以上かつ1,500㎡以上 

博物館、美術館、図書館 階数３以上かつ1,000㎡以上 階数３以上かつ2,000㎡以上 階数３以上かつ5,000㎡以上 

遊技場 階数３以上かつ1,000㎡以上 階数３以上かつ2,000㎡以上 階数３以上かつ5,000㎡以上 

公衆浴場 階数３以上かつ1,000㎡以上 階数３以上かつ2,000㎡以上 階数３以上かつ5,000㎡以上 

飲食店、キャバレー、料理店、ナイ

トクラブ、ダンスホールその他こ

れらに類するもの 

階数３以上かつ1,000㎡以上 階数３以上かつ2,000㎡以上 階数３以上かつ5,000㎡以上 

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その

他これらに類するサービス業を営

む店舗 

階数３以上かつ1,000㎡以上 階数３以上かつ2,000㎡以上 階数３以上かつ5,000㎡以上 

工場(危険物の貯蔵場又は処理場

の用途に供する建築物を除く。) 
階数３以上かつ1,000㎡以上   

車両の停車場又は船舶若しくは航

空機の発着場を構成する建築物で

旅客の乗降又は待合いの用に供す

るもの 

階数３以上かつ1,000㎡以上 階数３以上かつ2,000㎡以上 階数３以上かつ5,000㎡以上 

自動車車庫その他の自動車又は自

転車の停留又は駐車のための施設 
階数３以上かつ1,000㎡以上 階数３以上かつ2,000㎡以上 階数３以上かつ5,000㎡以上 

保健所、税務署その他これに類す

る公益上必要な建築物 
階数３以上かつ1,000㎡以上 階数３以上かつ2,000㎡以上 階数３以上かつ5,000㎡以上 
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危険物の貯蔵場又は処理場の用途

に供する建築物 

政令で定める数量以上の危

険物を貯蔵又は処理するす

べての建築物 

階数１以上かつ500㎡以上 

階数１以上かつ5,000㎡以上

で敷地境界線から一定距離以

内に存ずる建築物 

避難路沿道建築物 

耐震改修促進計画で指定す

る避難路の沿道建築物であ

って、前面道路幅員の1/2超

の高さの建築物 

（道路幅員が12ｍ以下の場

合は6ｍ超） 

左に同じ 
（要安全確認計画記載建築

物） 
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◎地域防災に関する地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表層地盤のゆれやすさマップ 震度の予測結果図(想定：宮城県沖連動地震) 

「表層地盤のゆれやすさ全国

マップについて」(平成17年

10月19日 内閣府(防災担

当)) 

「岩手県地震・津波シミュレー

ション及び被害想定調査に関

する報告書」 

(平成16年11月 岩手県) 

震度の予測結果図(想定：三陸沖北部の地震) 

中央防災会議「日本海溝・千島海溝周

辺海溝型地震に関する専門調査会」 
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予測震度分布図(想定：北上低地西縁断層群北部

地震(南側から破壊)) 

「岩手県地震被害想定調査に関する
報告書」 
(平成10年３月 岩手県) 

予測震度分布図(想定：北上低地西縁断層群北部

地震(北側から破壊)) 

「岩手県地震被害想定調査に関す
る報告書」 
(平成10年３月 岩手県) 

予測震度分布図(想定：北上低地西縁断層群南部

地震) 

「岩手県地震被害想定調査に関する
報告書」 
(平成10年３月 岩手県) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 金ケ崎町役場 都市建設課 建築住宅係 

〒029－4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22番地１ 

T E L：0197－42－2111 

F A X：0197－42－4530 

U R L：http://www.town.kanegasaki.iwate.jp/ 


